
「委託費」版

経費区分が補助金の場合は「補助金」版をご参照ください
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e-Rad会計実績の報告について

令和７年度会計実績登録改訂版（２０２６年６月）

経費区分が委託費の場合の説明です。

※e-Radへの実績報告の際は、AMEDに提出した当該年度の収支決算書をご準備頂きます。

なお、この収支決算書を用いて入力登録を行う時点で、修正等を行って当機構へ再提出して
いる場合は、再提出した修正後の収支決算書にて入力をお願いします。

※e-Radシステムのヘルプデスクでは、このマニュアルの問い合わせには対応しておりません。



会計実績情報のe-Radへの登録について

⚫ e-Rad （府省共通研究開発システム）への実績報告の登録のうち、会計実績情報の登録は、
実績報告書の「収支決算書」の情報をe-Radへ登録いただくことになります。

⚫AMEDでは、これまで、「e-Radの提供するCSVファイル編集ツール」に取込可能なCSVファイル
を作成する「支援ツール」を提供させていただいて参りましたが、諸般の事情により2024年度
の実績報告から当面の間提供を見合わせることとなりました。何卒ご理解の程お願い申し上
げます。

⚫なお、e-Radシステムが提供するインポート用CSVファイル編集ツールを直接ご利用の場合は
Windowsでのみの対応（Windows 8.1 Update以降）となっています。恐れ入りますが
Windows以外のOSのパソコンをお使いの方は、Windows搭載のパソコンをご準備いただくか、
本マニュアル同様、e-Radへ直接入力をお願いいたします。
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e-Rad （府省共通研究開発システム）の実績報告の登録における
研究開発分担者への編集権限設定に伴う取扱について

⚫e-Rad （府省共通研究開発システム）のシステム改修に伴い、実績報告の登録にあたっては、研究開発分担
者への登録内容の編集権限が設定できることになっています。

➢ 研究開発代表者が実績報告を最終的に登録することに変更はありません。
➢ 編集権限を設定した研究開発分担者に実績報告を登録させるためには、まず、研究開発代表者がe-Rad
への登録を開始して一時保存（登録開始直後に無記入のまま一時保存することも可）の状態にします。

➢ 研究開発分担者は該当の課題が一時保存の状態になっていることを確認して手入力で登録を実施しま
す。研究開発代表者が登録を開始するまでは、登録画面に入るための「入力画面」ボタンが表示されま
せん。

➢ 研究開発分担者のうち、再委託先については、研究開発代表者の収支決算書に会計実績が合算されて
いるため、編集権限は設定せず、研究開発代表者が登録することとなります。
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ご用意いただく収支決算書（AMED様式）
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(委託）【令和７年度版】実績報告書（繰越等）

e-Radへの実績登録について

e-Radは１課題に対して年度ごとに実際に執行した金額を登録する仕様です。

AMEDにおける会計実績は、現年度の経費と繰越にかかる経費を分離して経理するため、収支決算書をそれぞれ
作成いただきますが、e-Radは当該年度分に執行した金額を合算して登録いただきます。
（当該年度内に追加交付があった場合も合算願います。）

ただし、当該年度の経費として登録された金額に、前年度分からの繰越額が含まれている場合、また、翌年度へ
の繰越分がある場合は、備考欄にその旨ご記載をお願いいたします。（17ページ参照）

なお、研究期間の最終年度に繰越が発生する場合は、翌年度の課題が自動的に生成されませんので、最終年度
に研究期間の延長（変更）を行う必要があります。（課題が表示されない場合は、事業担当にご連絡ください。）

その他登録に関するご不明の点がございましたら、AMED研究業務推進課 amed-erad@amed.go.jp までメール
でお問い合わせください。課題ID（番号8桁）をご記載いただけますと助かります。

(委託）【令和７年度版】実績報告書

mailto:amed-erad@amed.go.jp
mailto:amed-erad@amed.go.jp
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実績報告書(委託)ファイルの記載について
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課題管理番号
研究機関とAMEDとの委託契約又は交付決定に
際して1件ごとに付す番号で英数字16桁です。年
度毎に更新されます。

課題ID（e-Rad）
応募情報をe-Radに登録した際に自動的に付与
される8桁の番号です。

収支決算書の課題管理番号、課題ID、

研究者番号、研究機関番号、機関名
に記載誤りがないかご確認ください。

番号は半角で記入しますが、番号の前後に空欄
がないことを確認してください。

研究機関番号
「0(ゼロ)」から始まる機関番号は、 “数字”では
なく“半角文字列”で10桁「0000111111 (例) 」と
入力してください。

研究機関に所属していない研究者の研究機関
番号は「ZZZZZZZZZZ」と英文字半角大文字で
「Z」を10桁入力してください。

研究者番号
当該研究課題の応募の単位が「研究者」単位で
はなく「研究機関」単位の場合には、“数字”で
はなく“半角文字列”で8桁「00000000」と入力し
てください。

再委託先に複数の研究開発分担者が
いる場合は、再委託契約上の代表研究
者の番号のみ記入してください。

※実績報告書（収支決算書）の様式は毎年更新しています。
最新（令和７年度版）の報告様式を御利用ください。



実績報告書(補助)ファイルの記載について
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収支決算書の課題管理番号、課題ID、研

究機関番号、研究者番号、機関名に記載
誤りはないかご確認ください。

番号は半角で記入しますが、番号の前後に空欄
がないことを確認してください。

研究者番号
当該研究課題の応募の単位が「研究者」単位
ではなく「研究機関」単位の場合には、“数字”
ではなく“半角文字列”で8桁「00000000」と入力
してください。

e-Radシステムの公募の経費区分が
委託事業で、課題IDが同じ場合には、
AMEDへの申請が「補助」であっても

「委託費」として登録をお願いいたし
ます。

※実績報告書（収支決算書）の様式は毎年更新しています。
最新（令和７年度版）の報告様式を御利用ください。



➢ ログインは研究開発代表者又は機関事務代表者のＩＤで行ってください。
➢ 研究機関単位の公募事業の場合は、機関事務代表者のＩＤのみの対応となります。
機関事務担当者であっても事務代表者から代表権限の委任を受けている場合は事務代表者に該当
します。
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e-Radにログインしてください。

ここをクリックして実績情報の登録を開始
します。
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次に課題一覧画面で該当の課題を検索します。

収支決算書の課題ＩＤは8桁の番号を入力し、
課題年度は2025年度、
検索対象は採択課題のみを選択し、配分機

関名（必須）のプルダウンから当機構を選択
後に、検索ボタンをクリックしてください。



9

検索結果が表示されましたら、課題年度が2025年度で

あること、研究開発課題名、研究開発代表者、課題の
状態が年度終了となっていることを確認してください。

※課題の状態が「契約額登録済」であっても、報告開始
日時以降であれば登録可能です。

課題年度、研究開発課題名、
研究開発代表者、課題の状態
が確認できましたら「申請可能
な手続きへ」ボタンをクリックし
てください。
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研究開発分担者への編集等の権限設定については、
報告者・権限設定の「編集」をクリックしてください。
（設定方法は次ページ参照）

➢ 採択課題の各種手続きに進みましたら、会計実績の
「新規」ボタンが表示されていることを確認してくださ
い。

➢ 「開始日」「締切日」の表示がなく「新規」ボタンが表
示されていない場合は、配分機関において登録期間
の設定等の手続きが済んでいない場合があります。
配分機関の事業課担当者にお問い合わせください。

➢ 「開始日」「締切日」の表示はあるが「新規」ボタンが
表示されていない場合は、e-Radへのログインが研究

開発代表者または研究機関事務代表者以外の方の
IDでログインされている場合があります。研究開発代

表者または研究機関事務代表者（事務代表者から
権限を委任された担当者を含む。）のIDでログインし
てください。
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報告者・権限設定について(新規・追加）

➢ 研究開発分担者を追加する場合は「行の追加」をクリックして
ください。

➢ 登録していない研究開発分担者に「編集」を設定しても、その
研究者からは編集することはできません。編集させるために
は、変更申請を行って研究開発分担者として登録する必要が
あります。担当事業課にお問い合わせください。

➢ なお、「編集」以外に設定すれば研究開発代表者が入力して
登録することは可能です。

➢ 公募時に登録（変更申請で追加した場合を含む。）してあ
る研究開発分担者は表示されます。閲覧・編集権限欄の
表示を確認してください。

➢ 研究開発代表者が一括して登録する場合は、すべての
研究開発分担者を「閲覧」または「無し」に設定してくださ
い。

➢ 研究分担者に編集権限を設定する場合は、研究分担者
は手入力で登録することとなります。まず研究代表者が
入力し、「一時保存」にしてから、研究分担者に登録する
よう連絡してください。研究分担者の登録完了後に、研究
代表者が金額に誤りがないか確認して、全体の登録を行
うことになります。
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プルダウンから「編集」「閲覧」「無し」のいず
れかを選択しましたら、「この内容で登録」を
クリックしてください。

➢ 研究者の異動等により所属機関等の表示
について、プルダウンから選択して修正す
ることが可能です。

➢ ここでの修正は実績報告の登録に限られ
ますので、別途変更申請を行って、e-Rad

システムの情報を変更しておく必要があり
ます。担当事業課へお問い合わせください。

報告者・権限設定について（修正）



➢ 注意喚起のダイアログが出ます。

➢ ここでも追加した報告者について
注意事項が記載されていますので
確認してください。

➢ 問題がなければ「OK」ボタンをク
リックしてください。
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報告者・権限設定について



➢ 報告者情報の登録は完了です。

➢ 「戻る」ボタンをクリックしてください。
「採択課題の各種手続」の画面に戻り
ます。
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報告者・権限設定について
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採択課題の各種手続画面に戻りましたら、会計実績
の「新規」をクリックして、次へ進んでください。

なお、「入力画面」となっている場合も、クリックして
次へ進んでください。
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「委託費」の実績登録であることを
確認してください。
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(1)総括表に会計実績情報を入力してくだ
さい。

委託費の充当額（契約額における支出
額）について、決算額が契約額を下回る
場合は、決算額を記載します。決算額が
契約額を上回る場合は、合計額は契約
額が限度となりますが、各費目について
は費目間流用が認められる範囲で有効
となり、費目別の契約額を上回る費目に
ついて自己充当額を差し引いた額を記
載することとしています。

繰越額がある場合は備考欄に「令和8年

度繰越額〇〇円（直接経費○○・間接経
費○○）」と記載してください。

返還額は登録不要です。
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(2)委託先・再委託先別決算書に

研究開発代表者、研究開発分担
者毎に会計実績情報を入力してく
ださい。
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会計実績情報が入力されていることを確認しましたら、
次に登録を行います。画面右下の緑色のボタン
「この内容で登録」をクリックしてください。

なお、会計実績の登録画面に「この内容で登録」ボタン
が表示されていない場合は、e-Radへのログインが研究
開発代表者以外のＩＤで行われています。

会計実績の入力は研究機関事務代表者（事務代表者
の権限を付与された事務担当者を含む。）のIDでログイ

ンしても可能ですが、会計実績の登録は、必ず研究開
発代表者のIDでログインしてから行ってください。

事務代表者が会計実績を入力した場合は、一時保存を
してから研究開発代表者に登録作業を依頼してください。
なお、研究開発代表者が退職等により依頼できない場
合は 担当事業課にご相談ください。



注意喚起のダイアログが出
ますので、問題がなければ
「ＯＫ」ボタンをクリックしてく
ださい。
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会計実績の登録は完了です。
「戻る」ボタンをクリックしてください。

21



会計実績の登録は完了です。状態欄に

「研究機関処理中」の表示がある場合は、
所属の研究機関による承認を待っている
状態です。まだ、AMEDへは提出されて
いません。

「研究機関処理中」の状態であれば引き
戻しができます。修正等の必要があれば
「引戻し」ボタンをクリックしてください。
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【ご参考】

下記が「研究者」画面から見たステータスとなります。

未登録・一時保存・報告者処理中・研究機関処理中の場合は、
AMEDには届いておりません。
ご登録後、必ずステータスの確認をお願いいたします。



以上で会計実績情報の登録は終了です。
引き続き、研究成果情報の登録を行って
ください。

「配分機関処理中」の状態では、「引戻し」ボタンが消え
ており、研究者画面からは引き戻しはできません。

提出完了後に修正があれば、所属機関の事務代表者
へ「引戻し」の依頼を行ってください。

研究機関の承認前の会計実績のみ引戻しが可能です。
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「配分機関処理中」の表示がある場合は、
所属の研究機関の承認が済み、AMEDに
提出されています。
会計実績の登録は完了です。



本マニュアルに関するお問い合わせ先

国立研究開発法人日本医療研究開発機構
研究公正・業務推進部

研究業務推進課
E-maiｌ:  amed-erad@amed.go.jp

※e-Radシステムのヘルプデスクでは、本マニュアルに関するお問い合わせに
は対応しておりません。

81


	スライド 1
	スライド 2: 会計実績情報のe-Radへの登録について 
	スライド 3: 　e-Rad （府省共通研究開発システム）の実績報告の登録における 　研究開発分担者への編集権限設定に伴う取扱について
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25

